
 
　
平成２3年12月5日発行

　
　　　　　　米沢国道維持
　　　　　　出張所通信

雪道運転の注意点が書かれたチラシを配布し、
冬タイヤの装着状況を調査しました。
まだ１１月上旬ともあり、冬タイヤを装着されてい
る方は少ないようでした。
活動にご協力を頂いた通行者のみなさま、
大変ありがとうごいざいました。

道路交通法等により、積雪または凍結のため、
滑るおそれのある道路で運転する時はタイヤ
チェーンを取り付け、または全車輪にスノータ
イヤ等を取り付けることが義務づけされてお
り、違反すると罰則の対象となります。

罰　金：５万円以下

反則金：大型７千円
　　　　普通６千円
　　　　二輪６千円
　　　　原付５千円

　県内では、本格的な降雪が始まり、米沢国道管内では11月16日に初降雪を観測。
同日、米沢市刈安地内と小国町沼沢地内では凍結抑制剤散布車の初出動となりました。
　みなさん、冬タイヤの装着はお済みですか？米沢国道維持出張所では、
11月7日（月）に米沢市の国道13号刈安駐車帯にて米沢警察署のご協力のもと冬タイヤ
の早期装着を呼びかける広報活動を実施しました。

雪道でトラブルに遭ったとき、車に積んでお
くと安心・便利なグッツを紹介します。

装着率…７％
調査台数…１２９台
内、冬タイヤ装着数…９台



             ご意見・お問い合わせ先

             国土交通省　山形河川国道事務所

                      米沢国道維持出張所

　

〒992-0011  米沢市中田町260-2
TEL  0238-37-5300
FAX  0238-37-5303

お気軽に
お電話
ください!

カワチ

　　　　●

ヤマザワ

　　　　●

平安の湯

　

防雪柵設置箇所は地吹雪
地帯です！防雪柵を見つ
けたら、前後の追突に気を
つけて、車間距離を充分
とってください。

もし地吹雪にあってしまった
ら、あわてずあせらずハ
ザードランプをつけてス
ピードを落としましょう。無
理して走らず、
おさまるまで待ちましょう。

置賜地方は、山形県の中でも豪雪地になります。危険な場所は、
特に慎重に！安全な運転に心がけましょう。

スタックとは、車が雪やぬかるみにはまって
しまい立ち往生することです。
坂道で一度止まってしまうと
そこからの発進は難しくなります。

万が一止まってしまったら！
・砂や毛布を使い、ゆっくり発進する。
・新雪部分を方向転換しながら進む。
・安全な位置に下がり、チェーンを装着する。


